
１４ 介護医療院 

★ 対象サービス…介護医療院

介護医療院は、「医療の必要な要介護者の長期療養・生活施設」として、平成 30年４月よ

り創設されました。 

 今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護のニーズを併せ持つ高齢者に対応するため、

医療処置等が必要で自宅や特別養護老人ホーム等での生活が困難な高齢者にも対応できる

受け皿となることが期待されており、①「日常的な医学管理」や「看取りターミナルケア」

等の機能と、②「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設として、慢性的な病気に対す

る医療面でのケアと、長期療養生活を豊かなものとする介護面でのケアの両方をバランス

よく受けられるという特徴があります。 

現状、介護医療院は療養病床等からの移行が見込まれていますが、単なる療養病床等から

の転換先ではなく、「住まいと生活を医療が支える新たなモデル」とされています。更に、

「利用者の尊厳の保持」と「自立支援」を理念に掲げ、「地域に貢献し地域に開かれた交流

施設」としての役割を担うことが求められています。 

また、介護療養病床の設置期限は、令和６年３月末とされているため、介護療養型医療施

設については、介護医療院等に順次転換を進めていく必要があります。 

（参考）厚生労働省ホームページ 

「介護医療院について」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html

（参考）根拠法令等 

介護保険法 第８条第 29項【定義】 

 介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対

し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及

び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。 

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 30 年厚生省令第５号）

第２条【基本方針】 

介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づい

て、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並

びに日常生活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるようにするものでなければならない。 
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※厚生労働省ホームページ「介護医療院の概要」より抜粋 
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